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当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。

In depth 

 

 

背景および範囲

耐用年数が確定できない無形資産の定義を満たす暗号資産は、現行の会計基準（GAAP）では取得

原価で認識され、会計基準コード化体系（ASC）350-30「無形資産－のれん及びその他－のれん以外

の一般無形資産」の減損モデルを用いて事後測定されます。このモデルは、保有する暗号資産の公正

価値の減少のみを反映し、増加は売却されるまで反映しません。

2021 年の FASB のコメント募集「アジェンダ協議」に対して、ステークホルダーは、取得原価から減損

を控除する会計モデルの暗号資産への適用は、財務諸表利用者にとって最も関連性のある意思決定

に有用な情報を提供しないと指摘しました。さらに、ASC820「公正価値測定」を用いた公正価値モデ

ルの方が、暗号資産保有の経済的実質をより良く表すと指摘しました。

ASU2023-08「無形資産－のれん及びその他－暗号資産（Subtopic 350-60）：暗号資産の会計処理

および開示」は、ASC350-60-15-1 に概説された要件を満たす暗号資産を保有する全ての企業に適

用されます。

あ

る

企業が、無形資産の定義を満たしているが、ASC350-60-15-1 の要件の全てを満たさない暗号資産を

保有している場合、そのような暗号資産は、引き続き ASC350-30 に基づいて耐用年数が確定できな

い無形資産として会計処理されます。

ASC350-60-15-1 

この Subtopic のガイダンスは、以下の要件の全てを満たす資産の保有に適用される。 

a. ASC で定義されている無形資産の定義を満たす。

b. 資産の保有者に、基礎となる商品、サービスまたはその他の資産に対する強制可能な権利ま

たは請求権を与えない。

c. ブロックチェーンまたは類似の技術に基づく分散型台帳上に作成または記録されている。

d. 暗号技術によって保護されている。

e. 交換可能である。

f. 報告企業またはその関連当事者によって作成または発行されていない。

FASBが暗号資産の会計処理に 
関するガイダンスを公表
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概要

2023年12月13日、米国財務会計基準審議会（FASB）は、一定の要件を満たす暗号資産を保有

する全ての企業に対し、それらの暗号資産を事後に公正価値で測定し、再測定による差額を純

利益に計上することを要求するガイダンスを公表しました。この新基準は、範囲に含まれる暗号

資産について、貸借対照表上、他の無形資産と区分して表示することを要求しています。また、こ

れらの暗号資産の再測定による差額については、損益計算書上、他の無形資産の償却や減損

とは区別して計上することが要求されます。さらに、重大な暗号資産の保有や暗号資産の期首

残高と期末残高の調整などの追加の開示が要求されます。

本会計基準アップデート（ASU）以前は、範囲に含まれる暗号資産は、一般的に、耐用年数が確

定できない無形資産として、取得原価から減損を控除する方法で会計処理されていました。

この新しいガイダンスは、適用年度の利益剰余金の期首残高に累積的影響額の調整を計上す

る修正遡及法を用いて適用しなければなりません。暗号資産を保有する12月決算の全ての企業

は、2025年に新たな基準の適用が要求されます。なお、早期適用も認められます。 

https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/fasb/GAAP/Codification/Codification/Codification/Assets/Intangibles_Goodwill_and_Other/General_Intangibles_Other_Than_Goodwill/350-30-00.html#SL2890009-128418
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/fasb/GAAP/Codification/Codification/Codification/Broad_Transactions/Fair_Value_Measurement/Overall/820-10-00.html#SL5699878-161246
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/fasb_financial_accou/asus_fulltext/2023/asu202308/asu202308/asu202308.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/fasb/GAAP/Codification/Codification/Codification/Assets/Intangibles_Goodwill_and_Other/Crypto_Assets/350-60-15.html#350-60-15
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/fasb/GAAP/Codification/Codification/Codification/Assets/Intangibles_Goodwill_and_Other/Crypto_Assets/350-60-15.html#350-60-15
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/fasb/GAAP/Codification/Codification/Codification/Assets/Intangibles_Goodwill_and_Other/General_Intangibles_Other_Than_Goodwill/350-30-00.html#SL2890009-128418
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範囲に含まれる暗号資産の識別には対象となる暗号資産の特定の性質の詳細な理解が必要であり、

特に、幅広い技術的なソリューション、契約上の権利およびその他の特徴を有する「ラップドトークン

（wrapped tokens）」の評価において必要となります。ラップドトークンの所有者は、基礎となるトークン

の引渡しを要求する契約上の権利を与えられていないことがあり、そのような場合、ラップドトークンは

他の資産に対する強制可能な権利を保有者に与えないため、他の要件も全て満たしている場合には、

本 ASU の範囲に含まれる可能性があります。一方、ラップドトークンの所有者に、範囲に含まれるそ

の他の暗号資産など、他の資産に対する強制可能な権利が付与されている場合もあります。このよう

なラップドトークンは、本 ASU の範囲に含まれず、事実と状況に応じて、その他の会計基準に基づい

て（例えば、組込デリバティブを含む売掛金として）会計処理される可能性があります。 

追加情報については、PwC 会計ガイド「暗号資産」（英語のみ）の Section 3.1.2 をご参照ください。 

測定 
新しいガイダンスは、暗号資産の認識、当初測定および認識の中止を扱っていません。したがって、範

囲に含まれる暗号資産は無形資産の定義を満たしているため、企業は引き続き、ASC350、ASC610-
20、およびそれらに付随する解釈指針（米国証券取引委員会（SEC）スタッフや米国公認会計士協会

（AICPA）が公表した暗号資産の貸付に関する見解を含む）に従う必要があると PwC は考えています。 

さ

ら

に

さらに、本 ASU は暗号資産の取得のために発生した取引コストの会計処理を扱っていないため、報告

企業は、個別にまたはグループで取得した暗号資産について、通常、ASC350-30-30-1 および

ASC805-50-30-1 から ASC805-50-30-4 のガイダンスに基づいて取引コストを資産計上することにな

ると PwC は考えています。ただし、取引コストの会計処理は、暗号資産の取得方法によって異なる可

能性があります（例えば、企業結合で取得した暗号資産の場合、取引コストは、ASC805 に従って費用

計上されます）。 

本 ASU は、ASC350-60-35-1 において暗号資産の事後測定を取り上げています。範囲に含まれる暗

号資産を保有する企業は、暗号資産を公正価値で事後測定し、暗号資産の再測定に関する損益を純

利益に計上することが要求されます。このガイダンスは、活発な市場における取引価格を有するかどう

かにかかわらず、範囲に含まれる全ての暗号資産の保有に適用されます。 

ASC820-10-35-36B は、公正価値の測定にあたり入手可能な場合には、活発な市場における相場価

格（すなわち、レベル 1 のインプット）を修正なしに用いなければならないと規定しています。 

ASC820-10-35-54C から ASC820-10-35-54H は、以前は活発に取引されていたが当報告期間は活

発でない市場における評価を扱っています。PwC 会計ガイド「公正価値測定」（英語のみ）の Section 
4.6 は、活発でないとみなされた市場で取引が発生した場合の公正価値測定を取り上げています。 

本 ASU の範囲に含まれる暗号資産の公正価値の見積りは、一般的に、報告企業の適切な標準時間

帯における午前零時前の最終取引価格に基づくものである必要があります。同様に、本 ASU が適用

されない暗号資産の減損評価では、午前零時までの取引価格を考慮する必要があります。 

市場終了後の事象の影響に関する追加情報については、PwC 会計ガイド「公正価値測定」（英語の

み）の Section  4.5.4.1 をご参照ください。 

報告企業が、売却、譲渡可能性、または使用に制限のある暗号資産を保有している場合、公正価値に

対する制限の影響は、その制限が暗号資産の特性なのか保有者に固有の制限なのかによって以下

のように異なります。 

• 制限が企業に固有であり、想定される売却取引において制限が移転しない場合、当該制限は会

計単位の一部とはみなされず、したがって、市場参加者は、当該制限を暗号資産の公正価値測

定に含めない。 

• 想定される売却取引において制限も移転する場合、一般的に、当該制限は暗号資産の特性であ

るとみなされ、したがって、市場参加者は、当該制限を暗号資産の公正価値測定に含める。 

追加情報については、PwC 会計ガイド「暗号資産」（英語のみ）の Section 2.1、Section 2.3、および

Section 3.4 をご参照ください。 

追加情報については、PwC 会計ガイド「暗号資産」（英語のみ）の Section 4.1.2 をご参照ください。 

https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/crypto-assets-guide/crypto_assets_guide/aboutthecryptoassets.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/crypto-assets-guide/crypto_assets_guide/chapter_3_crypto/31_receipt_of_crypto.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/fasb/GAAP/Codification/Codification/Codification/Assets/Intangibles_Goodwill_and_Other/Overall/350-10-00.html#SL2899439-128535
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/fasb/GAAP/Codification/Codification/Codification/Revenue/Other_Income/Gains_and_Losses_from_the_Derecognition_of_Nonfinancial_Assets/610-20-00.html#SL49131324-203060
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/fasb/GAAP/Codification/Codification/Codification/Revenue/Other_Income/Gains_and_Losses_from_the_Derecognition_of_Nonfinancial_Assets/610-20-00.html#SL49131324-203060
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/fasb/GAAP/Codification/Codification/Codification/Assets/Intangibles_Goodwill_and_Other/General_Intangibles_Other_Than_Goodwill/350-30-30.html#topic-350-30-30-subsect-01-109272_d3e15099-109272
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/fasb/GAAP/Codification/Codification/Codification/Broad_Transactions/Business_Combinations/Related_Issues/805-50-30.html#topic-805-50-30-subsect-01.1-128498_d3e9212-128498
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/fasb/GAAP/Codification/Codification/Codification/Broad_Transactions/Business_Combinations/Related_Issues/805-50-30.html#topic-805-50-30-subsect-01.1-128498_d3e9225-128498
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/fasb/GAAP/Codification/Codification/Codification/Broad_Transactions/Business_Combinations/Overall/805-10-00.html#SL2303978-115760
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/fasb/GAAP/Codification/Codification/Codification/Assets/Intangibles_Goodwill_and_Other/Crypto_Assets/350-60-35.html#350-60-35
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/fasb/GAAP/Codification/Codification/Codification/Broad_Transactions/Fair_Value_Measurement/Overall/820-10-35.html#topic-820-10-35-subsect-01-110257_SL7495039-110257
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/fasb/GAAP/Codification/Codification/Codification/Broad_Transactions/Fair_Value_Measurement/Overall/820-10-35.html#topic-820-10-35-subsect-01-110257_SL7495123-110257
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/fasb/GAAP/Codification/Codification/Codification/Broad_Transactions/Fair_Value_Measurement/Overall/820-10-35.html#topic-820-10-35-subsect-01-110257_SL7495145-110257
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/fair_value_measureme/fair_value_measureme__9_US/global_guide_to_fair_US.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/fair_value_measureme/fair_value_measureme__9_US/chapter_4_concepts_u_US/46_fair_value_measur_US.html#pwc-topic.dita_1537084709184802
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/fair_value_measureme/fair_value_measureme__9_US/chapter_4_concepts_u_US/46_fair_value_measur_US.html#pwc-topic.dita_1537084709184802
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/fair_value_measureme/fair_value_measureme__9_US/global_guide_to_fair_US.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/fair_value_measureme/fair_value_measureme__9_US/chapter_4_concepts_u_US/45_inputs_to_fair_va_US.html#pwc-topic.dita_1532084709184711
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/crypto-assets-guide/crypto_assets_guide/aboutthecryptoassets.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/crypto-assets-guide/crypto_assets_guide/ch2_holding_crypto_assets/21_ini_recog_measure.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/crypto-assets-guide/crypto_assets_guide/ch2_holding_crypto_assets/23_disposal_derecognition.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/crypto-assets-guide/crypto_assets_guide/chapter_3_crypto/34_borrowinglending.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/crypto-assets-guide/crypto_assets_guide/aboutthecryptoassets.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/crypto-assets-guide/crypto_assets_guide/chapter_4_fair_value/41_fair_value.html
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表示 
貸借対照表 
本 ASU では、範囲に含まれる暗号資産を保有する企業は、貸借対照表上、これらの暗号資産を他の

無形資産と区分して表示することが要求されます。ただし、本 ASU は、貸借対照表における暗号資産

の流動または非流動の表示には言及していません。範囲に含まれる暗号資産は、ASC210-10-45「貸
借対照表－全般」に従い、無形資産の定義を満たすため、非流動資産として表示される可能性がある

と PwC は考えています。しかし、報告企業は、取得時において投資期間が 1 年未満の予定である場

合には当該暗号資産を流動資産として分類する可能性があります。報告企業は、固有の事実と状況

を評価する必要があります。 

損益計算書 
暗号資産の再測定に関連する利得または損失は、ASC350-60-45-2 に基づき、各報告期間において、

他の無形資産の帳簿価額の変動とは区別して純利益に計上されます。ただし、本 ASU は、暗号資産

の再測定に関連する利得または損失を、損益計算書において営業利益と営業外損益のいずれに表示

すべきかについては言及していません。PwC は、範囲に含まれる暗号資産の再測定に関連する利得

または損失は、一般的に、ASC350-30-45-2 のガイダンスに基づいて営業利益の中に表示すべきで

あると考えています。報告企業は、固有の事実と状況を評価する必要があります。 

キャッシュ・フロー計算書 
範囲に含まれる暗号資産のキャッシュ・フローの表示は、一般的に、ASC230「キャッシュ・フロー計算

書」の既存のガイダンスに従います。しかし、暗号資産が通常の事業の過程において非現金対価とし

て受領され（例えば、売掛金の決済）、その後「ほぼ直ちに」現金に転換される場合、本 ASU は、特に、

受け取った現金を、キャッシュ・フロー計算書上、営業活動によるキャッシュ・フローに分類することを要

求しています。本 ASU は、「ほぼ直ちに」を、数週間ではなく、数時間または数日内と予想される短期

間と定義しています。 

報告企業は、暗号資産をトレーディング目的で取得することがあります。本 ASU はこのようなトレーデ

ィング活動のキャッシュ・フロー計算書上の表示について特に定めていませんが、購入および売却から

生じる現金の受取と支払は、通常、ASC230-10-45-20 に従って営業活動から生じるキャッシュ・フロー

として表示すべきであると PwC は考えています。 

開示 
本 ASU は、範囲に含まれる暗号資産について、下記の特定の開示を要求しています。報告企業は、

追加的な開示を求める会計基準の他の関連分野も評価する必要があります。例えば、範囲に含まれ

る暗号資産は、公正価値で事後測定されるため、ASC820 の公正価値開示の要求事項が適用されま

す。 

期中報告期間および事業年度 
報告企業は、期中報告期間および事業年度の両方において、暗号資産の重大な保有および暗号資産

の売却に対する制限の開示が要求されます。 

公正価値に基づき「重大」であると決定された暗号資産の保有について、報告企業は以下を開示する

必要があります。 

• 暗号資産の名称 

• 原価ベース 

• 公正価値 

• 保有単位数 

また、報告企業は、個々には重大でない暗号資産の保有の合算された原価ベースと公正価値を開示

する必要があります。 

企業が契約上の売却制限の対象となる暗号資産を保有している場合、企業は、契約上の売却制限の

対象となる暗号資産の公正価値、制限の性質、制限の残存期間、および制限の失効を生じさせる可

https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/fasb/GAAP/Codification/Codification/Codification/Presentation/Balance_Sheet/Overall/210-10-45.html#topic-210-10-45-subsect-01-107765
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/fasb/GAAP/Codification/Codification/Codification/Assets/Intangibles_Goodwill_and_Other/Crypto_Assets/350-60-45.html#asc-350-60-45_3506045
https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/fasb/GAAP/Codification/Codification/Codification/Assets/Intangibles_Goodwill_and_Other/General_Intangibles_Other_Than_Goodwill/350-30-45.html#topic-350-30-45-subsect-01-109274_d3e16212-109274
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当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

 

 

能性のある状況を開示する必要があります。企業は、契約上の売却制限の対象となる複数の暗号資

産を保有する場合もありますが、その場合には、報告企業は、合算または分解のレベル、開示した定

量的情報を評価するための追加情報の要否など、要求される開示を満たすために必要とされる詳細さ

のレベルを評価する必要があります。 

事業年度のみ 
事業年度について、本 ASU は、企業に対し、利得および損失の算定に使用した原価算定方法（例え

ば、先入先出法（FIFO）、個別法）、および暗号資産の保有活動の調整の開示を要求しています。年次

の調整の開示では、期首残高と期末残高を調整するために、以下の活動を個別に開示する必要があ

ります。 

• 追加 

• 処分 

• 暗号資産ごとに算定した純利益に認識した利得（個々の暗号資産の保有のうち、事業年度にお

いて純利得が生じたものが対象） 

• 暗号資産ごとに算定した純利益に認識した損失（個々の暗号資産の保有のうち、事業年度にお

いて純損失が生じたものが対象） 

調整の開示に加えて、企業は、追加（例えば、購入、顧客からの受領、またはマイニング活動）および

処分（例えば、売却、サービスに対する支払）をもたらす活動の性質、期間中の処分による累積実現利

得と累積実現損失の合計額、および、区分表示されていない場合は、その利得または損失が表示され

ている科目の記載が要求されます。 

適用日および経過措置 
本 ASU は、非公開企業、非営利企業および従業員給付制度を含む全ての事業体に適用されます。

適用範囲に含まれる暗号資産を保有する企業は、適用年度の利益剰余金の期首残高に累積的影響

額の調整を計上する修正遡及法を用いて新たなガイダンスを適用する必要があります。 

範囲に含まれる暗号資産を保有する全ての企業は、2024 年 12 月 15 日より後に開始する事業年度

（当該年度に含まれる期中報告期間を含む）に新基準の適用が要求されます。財務諸表が発行されて

いない（または、発行可能となっていない）期中報告期間または事業年度においては、早期適用が認

められています。 

ASC250-10-50-2 に従い、報告企業が期中報告期間に新たな ASU を適用する場合、適用年度にお

ける各期中報告書に年次財務諸表の開示を含める必要があります。 
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